
山林火災予防運動 ５月31日まで実施中

　２月５日から５月31日までの間、山林火災予防運動を実施しています。
　この時季は、西条市でも山林火災が多く発生しています。
　これからも空気が乾燥し、火災の発生しやすい気象状態が続きます。野山に
出かけるときは、火の取り扱いに十分注意し、大切な森林資源を火災から守り
ましょう。

　消防署や公的な機関を名乗って、火災
警報器の設置を勧める業者にご注意くだ
さい。「今すぐ取り付けなければならな
い」と言って、購入を強引に勧める業者
にも注意が必要です。
　その場で契約を求められた場合は、不
用意に契約せず、不審に思ったときは、
はっきりと断ることが必要です。
　住宅用火災警報器の訪
問販売は、購入後の無条
件解約の申し出（クーリ
ングオフ）の対象になっ
ています。

消防署や市役所では、火災警報
器の販売、業者に販売の委託を
行っていません！
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煙　式 熱　式

煙を感知するタイプで
寝室、階段、廊下に取
り付けます。

熱を感知するタイプで
主に台所に取り付けま
す。（台所は任意設置）
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